
農林水産省　動物検疫所

　　　　輸入数量 （単位：頭，羽，個，群，アンプル）

種類 牛 豚 めん羊 山羊 その他の
偶蹄類

馬

乳用 肉用 肥育用 と畜場 その他 計 繁殖用 その他 計 繁殖用 乗用 競走用 肥育用 と畜場
直行用

その他 計

年別 繁殖用 繁殖用 直行用

17 2,128 23,376 1 25,505 241 241 62 13 150 164 359 4,797 22 5,492

18 973 24,746 25,719 221 2 223 233 173 187 333 5,638 85 7 6,423

19 967 961 23,166 6 25,100 126 126 17 323 148 214 5,302 5,987

20 649 18,991 19,640 421 421 378 6 25 212 163 199 4,101 13 4,688

21 930 14,911 15,841 671 40 711 68 22 109 191 133 4,013 36 4,482

対前年比％ 143.3 － 78.5 - - 80.7 159.4 - 168.9 18.0 0.0 88.0 51.4 117.2 66.8 97.9 - 276.9 95.6

種類 その他の
馬科

兎 鶏 その他の

家きん*1
初 生 ひ な 犬 猫 あらいぐま きつね スカンク サル 指定外の

動物*2
 総計
（頭羽数）

鶏 その他 計 種卵 みつばち 精液 受精卵

年別 （個） （群） （アンプル） （個）

17 1 14,086 30 1,020,656 2,383 1,023,039 15,822 659,356 2,656 8,309 1,635 2 5,915 110,110 1,194,440

18 13,619 709,637 9,245 718,882 13,513 649,610 2,445 8,099 1,655 13 7,198 782,064

19 9 12,827 1 526,400 4,702 531,102 17 11,098 621,670 2,018 7,281 1,600 7,464 591,514

20 10,151 702,410 8,012 710,422 0 779,263 1,828 6,591 1,593 5 5,570 759,490

21 2 4,287 571,658 5,802 577,460 758,201 2,854 6,391 1,700 5,155 616,119

対前年比％ － 42.2 - - 81.4 72.4 81.3 - 0.0 97.3 156.1 97.0 106.7 - 0.0 - 92.5 - 81.1

注）*1 その他の家きんとは、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちよう、かも目の鳥類が含まれる。

（単位：頭，羽，個，群，アンプル）

種類 牛 馬豚

      3 検査数量の総計には、種卵、みつばち、精液、受精卵の数量を含めない。

　 　*2　家畜伝染病予防法第40条第２項に基づく検査を実施したもの。
　　　　　(平成18年2月28日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2に基づく指定外鳥類の
            輸入届出受付窓口は、厚生労働省検疫所となっている。）

　種類別輸出入検疫状況　

　　　　輸出数量

種類 牛 馬

乳用 肉用 と畜場

年別 繁殖用 繁殖用 直行用

17 1 68 115 20 203

18 66 9 97 172

19 28 28 41 4 73 118

20 5 5 17 38 81 119

21 19 19 10 10 16 53 36 115

対前年比％ - - - - - - - 0.0 380.0 - - 58.8 26.3 - 65.4 - - 96.6

種類 初生ひな

種卵 みつばち 精液 受精卵

年別 （個） （群） （アンプル） （個）

17 1 101 30 29,781 29,781 5,424 4,690 1,542 261,298 297,647

18 4 88 11,820 4,630 1,530 265,069 271,493

19 204 4,862 4,346 1,416 237,629 243,741

20 1 67 5,194 4,700 1,147 165,252 171,308

21 2 68 130 5,196 5,338 1,613 144,781 151,946

対前年比％ 200.0 101.5 - - - - - - - 100.0 - 113.6 140.6 - - - 87.6 88.7

注）＊1 その他の家きんとは、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちよう、かも目の鳥類が含まれる。
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        3　検査数量の総計には、種卵、みつばち、精液、受精卵の数量を含めない。
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　 　 *2　家畜伝染病予防法第45条第1項に基づく検査を実施したもの。

兎

計


